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税のお知らせ

税
さ
れ
ま
す
。
こ
の
課
税
の
た
め
に
行

う
調
査
が「
家
屋
評
価
」で
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
契
約
書
や
平
面
図
な

ど
の
書
類
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

う
え
で
、
実
際
に
建
物
の
外
部
・
内
部

の
使
用
資
材
等
を
調
査
し
ま
す
。

　
課
税
の
基
礎
と
な
る「
評
価
額
」を
算

定
す
る
重
要
な
調
査
と
な
り
ま
す
の
で

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

順
次
、
こ
の
家
屋
評
価
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
留
守
が
多
い
方
は
、
ご
連
絡

い
た
だ
け
れ
ば
日
程
を
調
整
し
調
査
に

伺
い
ま
す
。

●
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
場
合

　

家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
場
合
、「
家

屋
滅
失
届
」を
早
急
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

提
出
が
な
い
と
、
そ
の
ま
ま
課
税
さ

れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
法
務
局
に
お
い
て
滅
失
登

記
の
手
続
き
を
さ
れ
た
場
合
は
提
出
不

要
で
す
。

●
問
合
せ
先　
総
務
部
税
務
課

　
納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
に

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産（
こ
れ
ら
を

総
称
し
て「
固
定
資
産
」と
い
い
ま
す
。）

を
所
有
し
て
い
る
方
が
そ
の
固
定
資
産

の
価
格
を
も
と
に
算
定
さ
れ
た
税
額
を

そ
の
固
定
資
産
の
所
在
す
る
市
町
村
に

納
め
る
税
金
で
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
基
礎
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
市
町
村
の
財
政

を
支
え
る
基
幹
税
目
と
し
て
、
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。

家
屋
評
価
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
家
屋
を
新
築
、
増
築
さ
れ
た
場
合
、‌

 

そ
の
部
分
に
つ
い
て
固
定
資
産
税
が
課

税
の

せ
ら
知
お

４
月
の
納
税
等

固
定
資
産
税
／
前
期
・
第
1
期

保　
育　
料
／
４
月
分

納　
期　
限
／
５
月
２
日（
月
）

　令和５年10月１日から、インボイス制度が実施されます。
　事業者の皆さまには、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に向けて必要な準備
を進めていただくため、インボイス制度説明会を開催しますので、ぜひお申込みください。

説明会日時（各回　定員２０名）　
・インボイス制度説明会　　　　　　　　　　　　　・インボイス制度説明会（+消費税の仕組み）
４月18日（月）午前10時～11時　　　　　　　　　　 ４月18日（月）午後２時～３時30分
５月25日（水）午前10時～11時　　　　　　　　　　 ５月25日（水）午後２時～３時30分
６月14日（火）午前10時～11時　　　　　　　　　　 ６月14日（火）午後２時～３時30分
開催場所、申込み・問合せ先
津島市良王町二丁目31番地の１　津島税務署別館２階　大会議室
☎ 26-2161（代表）内線 612　法人課税第一部門

インボイス制度等説明会にご参加いただく方へ
〇会場収容人数の都合上、事前予約制としますので、事前に問合せ先まで申込みをお願いします。
〇新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止または延期する場合がございますので、あらかじめ
　ご了承ください。
〇感染症拡大防止の観点から、マスクの着用、手指消毒などのご協力をお願いします。
〇代表電話にお問合せいただく際は、自動音声案内にしたがって、「２」を選択してください。
〇駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠慮ください。

インボイス制度特設サイト
　インボイス制度について、詳しい
情報等はこちらをご覧ください。

消費税の仕組みから
知りたい方向け

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

●
期　
　
間

　
４
月
1
日（
金
）～
５
月
２
日（
月
）

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

●
時　
　
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

●
場　
　
所　
総
務
部
税
務
課

事業者の
皆様へ 消費税のインボイス制度等説明会のご案内

津島税務署
☎２６‐２1６1


